
資料４

大学における教育課程の共同実施制度に係る教育職員免許法施

行規則の改正について

１．概要

平成２０年１１月１３日の大学設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）

等の改正により、大学における教育課程の共同実施制度が平成２１年度より

導入される。このことにより、複数の大学で授業科目を分担して開設し、同

一の教育課程（共同教育課程）を編成することが可能となる。

当該制度を用いて編成された共同教育課程が課程認定を受ける場合に対応

するため、教育職員免許法施行規則を改正する。

（教育課程の共同実施制度の概要）

・ 共同教育課程を編成する構成大学それぞれに学科等の実施組織（共同学科等）を

設置

・ 構成大学は、一の大学が開設する授業科目を、その他の大学の教育課程の一部と

みなして、同一内容の教育課程（共同教育課程）を編成

２．改正内容

現在、課程認定大学は、免許状授与の所要資格に必要な授業科目を「自ら

開設」しなければならないこととなっている（教育職員免許法施行規則第２

２条第１項）が、共同教育課程については、他の大学で開設する授業科目を、

それぞれの大学が自ら開設したものとみなす旨の例外規定を設ける等必要な

規定の整備を行う。

○ 教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）

第二十二条 認定課程を有する大学は、免許状授与の所要資格を得させるために必

要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成しなければならない。

２～４ （略）

３．施行時期

教育課程の共同実施制度の導入時期と合わせ、平成２１年４月１日とす

る。
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大学における教育課程の共同実施制度

※構成大学のうちの他の大学における授業科目の履修を自大学の授業科目の履修と
みなす。

※授業科目を「自ら」開設すること（大学設置基準第19条）の特例

共同教育課程

Ａ大学
Ｘ学部

Ａ大学
Ｘ学部

Ｂ大学
Ｘ学部

Ｂ大学
Ｘ学部

Ａ開設の授業
（７０単位）

Ｂ開設の授業
（５４単位）

学位記

Ａ大学 印

学位記

Ｂ大学 印

学位記
Ａ大学 印
Ｂ大学 印

組織 教育課程 学生 学位

■学部段階の場合のイメージ

Ａ大学
Ｘ学部

Ａ大学
Ｘ学部

学位記

Ａ大学 印

Ａ開設の授業
（１２４単位）

Ｂ大学 Ｂ開設の授業
（６０単位まで）

（参考）現行の単位互換

■制度の趣旨

○経済・社会のグローバル化の中、大学は「知の拠点」として各地域の活性化への貢献と
ともに、国際的な大学間競争の中で新たな学際的・先端的領域への先導的な対応も必
要。

○このため、複数の大学がそれぞれ優位な教育研究資源を結集し、共同でより魅力ある
教育研究・人材育成を実現する大学間連携の仕組みを整備するもの。
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（学生）
○事実上の所属大学を決定（※法的には共同学位を授与することから学生は全ての構成

大学に重複在籍をするものと整理。）

（校地・校舎）
○各共同学科ごとの校地・校舎面積は、
・全体の収容定員に応じ算定される合計面積を、各共同学科ごとの収容定員の割合に
応じて按分
・ただし、構成大学全体として十分な校地・校舎面積を有する場合であり、かつ、教育研
究に支障がない場合には、各構成大学毎に上記の面積を保有することを要しない。

■大学における教育課程の共同実施制度の主なポイント

（実施組織）
○共同教育課程を編成する構成大学それぞれに学科等の実施組織（共同学科等）を設置

（教育課程）
○構成大学は、一の大学が開設する授業科目を、その他の大学の教育課程の一部とみ
なして、同一内容の教育課程（共同教育課程）を編成

○いずれの大学も主要授業科目を必修科目として開講
○大学は共同教育課程のみを実施することは不可（他に通常の学科等が存在しているこ
とが必要）

（卒業要件）
○学生はそれぞれの構成大学において当該共同教育課程の開設した授業科目の単位

をそれぞれ一定数以上取得
（例：学士課程の場合31単位以上、修士・博士課程の場合10単位以上）

（学位）
○共同学科等の課程を修了した者に構成大学による連名の学位（共同学位）を授与

（各共同学科の教員）
○共同学科等の教員は、いずれかの構成大学に所属。
○各共同学科等ごとに必要な専任教員の数は、
・（各共同学科等を一つの学部等とみなして）全体の収容定員に応じ算定される合計専
任教員数を算定し、
・合計専任教員数を各共同学科等ごとの収容定員の割合に応じて按分（大学別専任教
員数）
・ただし、大学別専任教員数が分野ごとに現行の設置基準で考えられ得る最小の教員
数（最小専任教員数）に満たないときは、専任教員の数を最小専任教員数とする。
※大学院については一定の範囲内で共同を組む共同専攻間での教員の兼務を認める。

■今後のスケジュール

平成21年3月～ 共同学科・学部等の認可申請等の手続き

平成22年4月 共同学科・学部等の開設
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■（参考）大学における教育課程の共同実施制度に関する提言、決定等

○「社会総がかりで教育再生を－第二次報告－」 （平成１９年６月１日教育再生会議）

提言４ 国公私立大学の連携により、地方の大学教育を充実する
【国公私を通じた「大学地域コンソーシアム」や大学院の共同設置】
○大学は、自主性・自律性をもって、社会の変化や時代の要請に応じた学部学科の

再編、他大学との連携協力、組織運営改革等に取り組む。

○国は、地域の人材育成や地域経済の活性化のため、国公私を通じた地方におけ
る「大学地域コンソーシアム」（※）を形成することを支援する。
※大学地域コンソーシアム：特定の事業を目的として、大学間又は（複数の）大学

と地域等で構成される連携組織
○国は、国公私を通じ複数の大学が大学院研究科等を共同設置できる仕組みを創

設する。

○「経済財政改革の基本方針２００７」 （平成１９年６月１９日閣議決定）
第１章 成長力の強化 １．成長力加速プログラム
Ⅲ 成長可能性拡大戦略－イノベーション等
【具体的手段】
（２）大学・大学院改革
④国公私立大学の連携による地方の大学教育の充実
・自主性・自律性をもって、大学が行う社会の変化や時代の要請に応じた学部学科

の再編、他大学との連携協力、組織運営改善等の取組を支援する。
・国公私を通じ、複数の大学が大学院研究科等を共同で設置できる仕組みを平成
20年度中に創設することを目指す。
・国公私を通じた地方の「大学地域コンソーシアム」の形成を支援するための措置を
平成20年度から講ずる。

○中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」 （平成１７年１月２８日）

第２章 新時代における高等教育の全体像
２ 高等教育の量的変化の動向
（２）地域配置に関する考え方

地方における高等教育の支援や地方振興に資するため、高等教育機関相互のコ
ンソーシアム（共同事業体）形成支援や高等教育機関を核とした知的クラスターの
形成支援を充実することも重要と考える。

第５章 「高等教育の将来像」に向けて取り組むべき施策
２ 将来像に向けて具体的に取り組むべき施策
（２）中期的に取り組むべき重要施策
②高等教育の多様な機能と個性・特色の明確化についての関連施策
○設置形態の枠組みを超えた高等教育機関間の連携協力による教育・研究・社会
貢献機能の充実・強化を一層促進する必要がある。

4



（例）大学院修士課程（自動車工学専攻）の場合 【全体収容定員１４０人】

教員

学生トラブル
への対応

施設利用

学生証

学生の
本籍大学

入試

研究指導

学生の単位修得
（例）

カリキュラム
（開設科目）

備考

Ｂ大学Ａ大学

収容定員 ９０名
（入学定員４５名）

収容定員 ５０名
（入学定員２５名）

６人 ４人

Ａ・Ｂ大学の教員による研究指導

Ａ・Ｂ大学が共同で入試を実施

Ａ・Ｂ大学連名の学生証を発行

Ａ・Ｂ大学いずれの施設も利用可

構成大学の委員会において判断

学生の意向に基づき調整

１８単位 １２単位

情報通信
組込みシステム技術
脳情報工学
人間親和性技術
など

ＬＳＩ設計技術
情報アーキテクチャ
制御・計測工学
など

合計研究指導教員数
は１０

Ａ大学・Ｂ大学連名の
「修士（自動車工学）」
の学位を授与

全体で３０単位必要

主担当、副担当として
双方の教員が研究指導
に関与

（Ａ・Ｂ大学がそれぞれ
入試を実施する場合も
あり得る）

（上記の入試の取扱いに
基づき決定）

その他の
主な運営事項

教育研究

（研究指導教員）
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